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１．再生可能エネルギーの導入状況 
 
２．中小水力発電を巡る現状と課題 
 
３．その他 



2015年は、再エネにとって記録的な年に。 
① 年間導入量が過去最大に ② 世界全体の既存発電設備容量で、

再エネ（含水力）が石炭火力発電
を超えた 

年間導入量について、水力が減速する
中、風力と太陽光の伸びが著しい。 
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現状：世界の導入状況 



主要再エネ 
※水力除く 風力9.2％ 風力19.2％ 風力9.5％ 風力3.1％ 太陽光8.0％ 風力4.2％ 風力3.4％ 太陽光4. 7％※ 

目標年 2030年 2020年 2020年 2030年 2020年 2035年 － 
（国家レベルでは定

めていない） 
2030年 

再エネ導入 
目標比率 

 

50％以上 
総電力比率 

40％ 
総電力比率 

31％ 
総電力比率 

40％ 
総電力比率 

35～38％ 
総電力比率 

80％ 
クリーンエネルギー 
（原発含む）総電力比率 

－ 
（国家レベルでは定

めていない） 

22～24％ 
総電力比率 

再エネ(水力除く), 24.5  
再エネ(水力除く), 26.1  

再エネ(水力除く), 18.5  

再エネ(水力除く), 5.6  

再エネ(水力除く), 23.5  

再エネ(水力除く), 7.3  
再エネ(水力除く), 4.8  

再エネ(水力除く), 7.7 

水力, 3.1  

水力, 14.2  

水力, 1.8  

水力, 11.3  

水力, 21.1  

水力, 6.1  

水力, 58.3  

水力, 7.3 

石炭, 45.8  
石炭, 16.5  

石炭, 30.4  

石炭, 2.2  

石炭, 16.7  

石炭, 39.7  

石炭, 9.9  

石油その他, 0.9  

石油その他, 5.1  

石油その他, 0.5  

石油その他, 0.3  

石油その他, 5.1  

石油その他, 0.9  

石油その他, 1.2  

天然ガス, 10.0  

天然ガス, 17.2  

天然ガス, 30.0  

天然ガス, 2.3  

天然ガス, 33.6  

天然ガス, 26.9  

天然ガス, 9.4  

火力, 83.4 

原子力, 15.6  
原子力, 20.8  原子力, 19.0  

原子力, 78.4  

原子力, 0.0  

原子力, 0.9  原子力, 16.4  

原子力, 1.6 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

（
発
電
電
力
量
に
占
め
る
割
合
） 

再エネ
27.6% 

再エネ
40.3% 

再エネ
13.4% 

再エネ
15.0% 

再エネ
20.3% 

再エネ
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63.1% 

※2016年度は
推計値 
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現状：主要国の再生可能エネルギーの発電比率 

イタリア(2014年) カナダ(2014年) ドイツ(2014年) スペイン(2014年) イギリス(2014年) フランス(2014年) アメリカ(2014年) 日本(2016年度) 



２０３０年度 
１０，６５０億kWh（電力需要＋送配電ロス等） 

＜電源構成＞ 

原子力  ２５％ 

再エネ １０％ 

火力全体：６５％ 
 

ＬＮＧ ２９％ 
石油 １０％ 
石炭 ２６％ 

２０１０年度 ２０１６年度 

原子力 
２２～２０％程度 

火力全体：５６％程度 
 

ＬＮＧ ２７％程度 
石油  ３％程度 
石炭 ２６％程度 

再エネ 
２２～２４％程度 

火力全体：８３％ 

再エネ １５％ 
原子力 ２％ 
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ベースロード比率 
：５６％程度 

水力 
8.8～9.2％程度 

太陽光 
7.0％程度 

ﾊﾞｲｵﾏｽ 
3.７～4.６％程度 
風力 1.7％程度 

地熱 1.０～1.１％程度 

現状：エネルギーミックス 
安全性の確保を大前提としつつ、安定供給、経済効率性、及び環境適合に関する具体的な政策目標
を同時に達成するエネルギーミックスを2015年7月に策定。2030年度の電源構成比における再生可能
エネルギー比率22~24%を目指し、最大限の導入に取り組むことが必要。 



 平成２４年７月の固定価格買取制度開始後、平成２９年３月時点で、新たに運転を開始した 
設備は約３５３９．２万ｋＷ（制度開始前と比較して約１．７倍）。 
 制度開始後、認定された容量のうち、運転開始済量の割合は約３３．７%。 
 制度開始後、導入量の約９５％、認定量の約８０％を太陽光が占める。 

＜平成２９年３月末時点における再生可能エネルギー発電設備の導入状況＞ 

※  バイオマスは、認定時のバイオマス比率を乗じて得た推計値を集計。 
※  各内訳ごとに、四捨五入しているため、合計において一致しない場合があります。  

設備導入量（運転を開始したもの） 

再生可能 
エネルギー 
発電設備 
の種類 

固定価格買取 
制度導入前 固定価格買取制度導入後 

平成24年６月末 
までの累積導入量 

 
平成24年度 

の 
導入量 

（７月～３月末） 

平成25年度 
の 

導入量 

 
平成26年度 

の 
導入量 

 

 
平成27年度 

の 
導入量 

 

 
平成28年度 

の 
導入量 

 

 
制度開始後 

合計 

太陽光 
（住宅） 

約４７０万ｋＷ ９６．９万ｋＷ 
（211,005件） 

１３０．７万ｋＷ 
（288,118件） 

８２．１万ｋＷ 
（206,921件） 

８５．４万ｋＷ 
（178,721件） 

７９．４万ｋＷ 
（161,273件） 

４７４．５万ｋＷ 
（１，０４６，０３８件） 

太陽光 
（非住宅） 

約９０万ｋＷ ７０．４万ｋＷ 
（17,407件） 

５７３．５万ｋＷ 
（103,062件） 

８５７．２万ｋＷ 
（154,986件） 

８３０．６万ｋＷ 
（116,700件） 

５４３．７万ｋＷ 
（72,656件） 

２８７５．３万ｋＷ 
（４６４，８１１件） 

風力 約２６０万ｋＷ ６．３万ｋＷ 
（5件） 

４．７万ｋＷ 
（14件） 

２２．１万ｋＷ 
（26件） 

１４．８万ｋＷ 
（61件） 

３１．０万ｋＷ 
（157件） 

７８．９万ｋＷ 
（２６３件） 

地熱 約５０万ｋＷ ０．１万ｋＷ 
（1件） 

０万ｋＷ 
（1件） 

０．４万ｋＷ 
（9件） 

０．５万ｋＷ 
（10件） 

０．５万ｋＷ 
（8件） 

１．５万ｋＷ 
（２９件） 

中小水力 約９６０万ｋＷ ０．２万ｋＷ 
（13件） 

０．４万ｋＷ 
（27件） 

８．３万ｋＷ 
（55件） 

７．１万ｋＷ 
（90件） 

７．９万ｋＷ 
（100件） 

２３．９万ｋＷ 
（２８５件） 

バイオマス 約２３０万ｋＷ １．７万ｋＷ 
（9件） 

４．９万ｋＷ 
（38件） 

１５．８万ｋＷ 
（48件） 

２９．４万ｋＷ 
（56件） 

３３．３万ｋＷ 
（67件） 

８５．１万ｋＷ 
（２１８件） 

合計 約２，０６０万ｋＷ １７５．６万ｋＷ 
（228,440件） 

７１４．２万ｋＷ 
（391,260件） 

９８６．０万ｋＷ 
（362,045件） 

９６７．７万ｋＷ 
（295,638件） 

６９５．８万ｋＷ 
（234,261件） 

３５３９．２万ｋＷ 
（１，５１１，６４４件） 

認定容量 

固定価格買取制度導入後 

平成24年7月～ 
   平成29年3月末 

５４９．３万ｋＷ 
（１，１９６，４６７件） 

７，９０４．７万ｋＷ 
（９４１，２１５件） 

６９７．２万ｋＷ 
（６，８７８件） 

８．８万ｋＷ 
（１１０件） 

１１１．８万ｋＷ 
（５９８件） 

１，２４１．７万ｋＷ 
（８４５件） 

 １０，５１３．６万ｋＷ 
 （２,１４６,１１３件） 

33.7％ 
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再生可能エネルギーの導入状況 



（JPEA出荷統計、NEDOの風力発電設備実績統計、包蔵水力調査、地熱発電の現状と動向、
RPS制度・固定価格買取制度認定実績等より資源エネルギー庁作成） 
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太陽光 

風力 

バイオマス 

地熱 

中小水力 

余剰電力買取制度 FIT制度 ＲＰＳ制度 

万ｋＷ 

年平均伸び率
5% 

年平均伸び率
9% 

再生可能エネルギー等による設備容量の推移 

年平均伸び率
２９％ 

年度 

※１ 

※１ 大規模水力は除く 

固定価格買取制度導入後の賦課金等の推移 

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2030年度 

買取費用 

（賦課金） 

約4800億
円 

約9000億円 

約2兆3000億円 

(約3300億円) 

(約6500億円) 

(約1兆8000億円) 

約1兆8400億円 

(約1兆3200億円) 

賦課金 
単価 

0.22 
円/kWh 

1.58 
円/kWh 

0.35 
円/kWh 

0.75 
円/kWh 

2.25 
円/kWh 

エネルギーミックス 
における 

FIT買取費用 
3.7兆円～4.0兆円 

(91円/月) (195円/月) (410円/月) (585円/月) 

約2兆7045億円 

(約2兆1404億円) 

（686円/月) 

2.64 
円/kWh 

(57円/月) 
標準家庭 
月額負担額 

現状：再生可能エネルギー導入拡大と国民負担 
 ２０１２年７月の固定価格買取制度開始後、再エネ導入量が約２．７倍に拡大。 
 他方、国民負担が増大。２０１７年度の賦課金総額は約２．１兆円、標準家庭（使用量

260kwh/月）で、６８６円/月（８２３２円/年）。 
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１．再生可能エネルギーの導入状況 
 
２．中小水力発電を巡る現状と課題 
 
３．その他 



導水路 導水路沈砂池
ヘッド

タンク

水圧鉄管

発
電
機

水車

放水路

河川

取水設備

変電設備 

電力系統 

送電設備 

水の流れ 

電気 

水圧鉄管 
導水路を通ってきた水を 
水車に導く鉄管 

水車 
水圧鉄管で導かれた水の力を、 
機械的な力（回転する力）に代える 

取水設備（ダム、堰） 
河川等の流水を適正に取水する 
又は洪水時等の取水を 
停止させるために設ける設備 

導水路 
取水した流水を 
下流ヘッドタンクに 
導くための設備 

放水路 
発電を終えた流水を 
河川へ還元するための設備 

沈砂池 
取水した流水中に含まれる 
土砂を沈殿させ、 
他の設備の磨耗等を 
防ぐために設ける設備 

ヘッドタンク 
負荷変動に伴う流量の調整 
又は流水中に含まれる土砂を 
最終的に沈殿させるための設備 

導水路 

水圧鉄管 

発電機 水車 

堰 

水の流れ 

水の流れ 

発電機 
水車に連結して 
回転し電気を発生する。 
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水力発電設備の構成 



 水力発電は、明治期より行われている安定して長期間の運転が可能な発電方法。 
 運転時、建設時を含めた発電量あたりのCO2排出量は、再生可能エネルギーの中でも小さい。 
 エネルギー基本計画において、水力発電は、「渇水の問題を除き、安定供給性に優れたエネルギー源としての役割

を果たしており、引き続き重要な役割を担うものである。また、未開発地点が多い中小水力についても、高コスト構
造等の事業環境の課題を踏まえつつ、地域の分散型エネルギー需給構造の基礎を担うエネルギー源としても活用
していくことが期待」とされている。 

自然条件によらず安
定的な運用が可能。 

中小水力発電の特徴 

長い発電の歴史を通
じて数多くの技術・
ノウハウが蓄積。 

一度設備を導入す
ると、その後数十
年にわたり発電が
可能。 

発電時に二酸化炭素
を排出しないクリー
ンエネルギー。 

～安定供給～ 

～長期稼働～ 

～技術力～ 

～低炭素～ 

9 



０．８kW 
松本市、農業用水 

２５kW 
竹田市、農業用水 

１６０kW 
船橋市、上水道 

２７，２００ｋｗ 
早川町、一般河川 

９９０kW 
霧島市、一般河川 

２，９００kW 
四国中央市、ダム 

１５０kW 
岩泉町、一般河川 

１０１，０００kW 
天竜村、ダム 

小水力 

中小水力 大規模水力 

水力発電の規模と発電設備 
 水力発電の規模は、数ｋＷから数万ｋＷまで様々。 
 河川の流水を利用する以外にも、農業用水や上下水道等を利用する場合もある。 

10 



【河川における包蔵水力（一般水力） 】 

出典：資源エネルギー庁「包蔵水力調査」（平成２８年３月末時点） 

■未開発 
■工事中 
■既開発 

 出力ベース 地点ベース   
 100,000kW 
  以上 
 
  50,000kW～   
100,000kW 
 
   30,000kW～ 
  50,000kW 
 
   10,000kW～ 
  30,000kW 
 
   5,000kW～ 
  10,000kW 
 
   3,000kW～ 
  5,000kW 
 
   1,000kW～ 
  3,000kW 
 
 1,000kW 
      未満 

（kW） 

369 

1,227 

523 

336 

206 

21 

13 

3 

0 500 1000 1500 2000

240,630 

2,256,000 

1,961,900 

2,257,000 

3,267,900 

801,900 

782,100 

378,000 

02,000,0004,000,0006,000,0008,000,00010,000,000

※発電未利用のまま残されている勾配のある地点、設備利用率の向上や河川の有効利用に係る既存発電所の再開発可能性のある地点や発電に用いられ
ていない地点等。 

大規模は 
既に多くが 
開発済 

3万kW以上 
大規模水力 

3万kW未満 
中小水力 

未開発のポテンシャルは 
３万ｋＷ未満の中小水力が中心 

中小水力発電の開発の現状 

大規模地点は既に開発済みであり、今後は中小規模地点の開発が中心となる（未開発地点※は 
平成２８年３月末時点で約２,７００地点、約１,２００万kW）。 
河川における一般水力では、３万kW未満を中心に多くの未開発地点があるが、奥地かつ小規模であ
るため、高コストであることが課題。 
国産エネルギー、出力の安定した電源の確保という面から、引き続き開発を進めていく。 
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エネルギーミックスの策定においては、中小水力発電の既導入量約９６０万ｋWに加え、 
１３０～２０１万ｋWの導入、合計約１,０９０～１,１６０万ｋWの中小水力発電の導入を
見込み算定。 

２０１３年 
既導入量 

２０３０年 
導入見込量 

＋１３０～     
   ２０１万ｋW 

約９６０万ｋW 

中小水力発電導入見込量 
（１３０～２０１万KW） 

の内訳 

開発難易度が低く 
経済性も高い地点 

１６万ｋW 

未利用落差 
（農業用水路、既設ダム、 
上下水道等） 

設備更新による 
出力向上 

１７万ｋW 

３２万ｋW 

６５～ 
１３６万ｋW 

自然・社会環境上の 
障害があるが 
解決可能とされる地点 

約１０９０～ 
約１１６０万ｋW 

２０３０年における中小水力発電の導入見込量 
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中小水力発電の導入状況 

 平成２４年７月の固定価格買取制度開始後、平成２９年３月時点で、新たに運転を開始した 
設備（更新案件含む）は約２３．９万ｋＷ。 
 制度開始後、認定された容量のうち、中小水力の運転開始済量の割合は約２１．４%。 

＜平成２９年３月末時点における再生可能エネルギー発電設備の導入状況＞ 

※  バイオマスは、認定時のバイオマス比率を乗じて得た推計値を集計。 
※  各内訳ごとに、四捨五入しているため、合計において一致しない場合があります。  

設備導入量（運転を開始したもの） 

再生可能 
エネルギー 
発電設備 
の種類 

固定価格買取 
制度導入前 固定価格買取制度導入後 

平成24年６月末 
までの累積導入量 

 
平成24年度 

の 
導入量 

（７月～３月末） 

平成25年度 
の 

導入量 

 
平成26年度 

の 
導入量 

 

 
平成27年度 

の 
導入量 

 

 
平成28年度 

の 
導入量 

 

 
制度開始後 

合計 

太陽光 
（住宅） 

約４７０万ｋＷ ９６．９万ｋＷ 
（211,005件） 

１３０．７万ｋＷ 
（288,118件） 

８２．１万ｋＷ 
（206,921件） 

８５．４万ｋＷ 
（178,721件） 

７９．４万ｋＷ 
（161,273件） 

４７４．５万ｋＷ 
（１，０４６，０３８件） 

太陽光 
（非住宅） 

約９０万ｋＷ ７０．４万ｋＷ 
（17,407件） 

５７３．５万ｋＷ 
（103,062件） 

８５７．２万ｋＷ 
（154,986件） 

８３０．６万ｋＷ 
（116,700件） 

５４３．７万ｋＷ 
（72,656件） 

２８７５．３万ｋＷ 
（４６４，８１１件） 

風力 約２６０万ｋＷ ６．３万ｋＷ 
（5件） 

４．７万ｋＷ 
（14件） 

２２．１万ｋＷ 
（26件） 

１４．８万ｋＷ 
（61件） 

３１．０万ｋＷ 
（157件） 

７８．９万ｋＷ 
（２６３件） 

地熱 約５０万ｋＷ ０．１万ｋＷ 
（1件） 

０万ｋＷ 
（1件） 

０．４万ｋＷ 
（9件） 

０．５万ｋＷ 
（10件） 

０．５万ｋＷ 
（8件） 

１．５万ｋＷ 
（２９件） 

中小水力 約９６０万ｋＷ ０．２万ｋＷ 
（13件） 

０．４万ｋＷ 
（27件） 

８．３万ｋＷ 
（55件） 

７．１万ｋＷ 
（90件） 

７．９万ｋＷ 
（100件） 

２３．９万ｋＷ 
（２８５件） 

バイオマス 約２３０万ｋＷ １．７万ｋＷ 
（9件） 

４．９万ｋＷ 
（38件） 

１５．８万ｋＷ 
（48件） 

２９．４万ｋＷ 
（56件） 

３３．３万ｋＷ 
（67件） 

８５．１万ｋＷ 
（２１８件） 

合計 約２，０６０万ｋＷ １７５．６万ｋＷ 
（228,440件） 

７１４．２万ｋＷ 
（391,260件） 

９８６．０万ｋＷ 
（362,045件） 

９６７．７万ｋＷ 
（295,638件） 

６９５．８万ｋＷ 
（234,261件） 

３５３９．２万ｋＷ 
（１，５１１，６４４件） 

認定容量 

固定価格買取制度導入後 

平成24年7月～ 
   平成29年3月末 

５４９．３万ｋＷ 
（１，１９６，４６７件） 

７，９０４．７万ｋＷ 
（９４１，２１５件） 

６９７．２万ｋＷ 
（６，８７８件） 

８．８万ｋＷ 
（１１０件） 

１１１．８万ｋＷ 
（５９８件） 

１，２４１．７万ｋＷ 
（８４５件） 

 １０，５１３．６万ｋＷ 
 （２,１４６,１１３件） 

33.7％ 

21.4％ 
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現在、１１２万ｋW（５９８件）の中小水力発電設備がFIT認定を取得し、そのう
ち２４万ｋW（２８５件）が運転を開始している。 

（ｋW） 

3.1万ｋW 
（343件） 

101万ｋW 
（123件） 

合計 
112万ｋW 
（598件） 

7.6万ｋW 
（132件） 

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

7月
分

 

9月
分

 

11
月
分

 

1月
分

 

3月
分

 

5月
分

 

7月
分

 

9月
分

 

11
月
分

 

1月
分

 

3月
分

 

5月
分

 

7月
分

 

9月
分

 

11
月
分

 

1月
分

 

3月
分

 

5月
分

 

7月
分

 

9月
分

 

11
月
分

 

1月
分

 

3月
分

 

5月
分

 

7月
分

 

9月
分

 

11
月
分

 

1月
分

 

3月
分

 

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29
年 

認定量（1000kW以上30000kW未満） 

認定量（200kW以上1000kW未満） 

認定量（200kW未満） 

運転開始量 

運転開始量 
24万ｋW（285件） 

中小水力発電の認定・運転開始状況 （平成２９年３月末） 
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10 

平成 
24年度 

平成 
25年度 

平成 
26年度 

平成 
27年度 

平成 
28年度 

平成 
29年度 

平成 
30年度 

平成 
31年度 

水力 

水力 
(既設導水路活用型)※ 

２４円（1,000kW以上30,000kW未満） 

２９円（200kW以上1,000kW未満） 

３４円（200kW未満） 

２０円 
   （5,000kW以上30,000kW未満） 

２4円 
9月末まで 

1４円 
（1,000kW以上30,000kW未満） 

２１円（200kW以上1,000kW未満） 

２５円（200kW未満） 

２１円（200kW以上1,000kW未満） 

２５円（200kW未満） 

１２円 
 （5,000kW以上30,000kW未満） 

１５円 
（1,000kW以上5,000kW未満） 

２７円 
  （1,000kW以上5,000kW未満） 

２９円（200kW以上1,000kW未満） 

３４円（200kW未満） 

固定価格買取制度 調達価格 

【中小水力】 
・当面はFITに加え、流量調査等によるリスク低減を進め、新規地点開発を促進。 
・新規地点開発後は低コストで発電可能であることも踏まえ、技術開発によるコスト低減等を進め、
FITからの中長期的な自立化を図る。 

※既に設置している導水路を活用して、電気設備と水圧鉄管を更新するもの。 
＜価格目標＞ 
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設備認定を受けている新規開発案件のうち、約半分は固定価格買取制度の開始後、
新たに水力発電事業を実施する民間事業者や土地改良区、個人事業者によるもの。 

既存の上水道やダム等の設備の未利用落差を活用し、地方自治体により新たに発電
所が開発されるものが１／３程度を占める。 

〈設備認定数：３６６件（１６万ｋW)〉 

従来民間事業者２９件 

新規民間事業者 
 １１０件 

土地改良区等 
７１件 

市町村   
６０件 

都道府県  
５６件 

国等２７件 

個人事業者１３件 
※平成２８年８月末現在。更新案件は含まない。 
※「従来民間事業者」はFIT開始以前より水力発電
事業を行っていた民間事業者により新たに事業が
計画され、設備認定を受けた地点数。 

16 

中小水力発電の開発事業者 



 中小水力発電について、固定価格買取制度の開始を受け、特にこれまで導入が進んでいなかった小規模
な発電所の建設が多く進んでいる。 

 他方、初期リスクや建設コスト上の課題から、新規地点の開発が十分進んでいるとは言いがたい状況｡ 
 中小水力発電については、特に中規模の新規地点開発による量的な拡大を進めるともに、リスクが低く、
コスト効率的なものについては、FIT制度からの自立を図っていくことが重要である。 

 今般、改正FIT法においては、複数年度分の買取価格を決定し、特にリードタイムの長い中小水力発電
開発の事業の予見可能性を高め、導入促進を図っているところ。 

 更に、新規地点開発の促進を進めていくため、以下の取り組み進めていくべきではないか。 
①初期リスクの低減に向けた、流量データの開示等の支援 
②地域主体の開発や地域理解の促進 
③経済的な課題の解決のため、コスト低減に向けた技術開発、実態に合わせた支援制度の構築 

①事業の予見可能性向上 
（複数年度の価格決定） 

FIT法改正 

③コスト上の課題への対応 
（技術開発の推進、実態に即した支援制度のあり方の検討） 

①流量調査支援等による初期リスクの低減 

総合的な施策展開 

②地域の主体による開発と地域の理解の促進 

中小水力発電の新規地点開発促進 
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図上での計画、
現地踏査を実施
し、発電ポテン
シャルを把握。 

流量調査、地質
調査、測量等の
事業化に向けて
の調査。 

中小水力発電事業
利子補給 

中小水力発電開発
費等補助金 

 
 
○発電計画の
概略設計及び
事業性の評価 
を行うための
必要な調査。 
 

建設着手後
の建設費用
に対する助
成。 

運転開始後の
利息支払いに
対する助成。 

○既存ダムの 
発電ポテン
シャル調査 
○水力技術情
報調査 
○人材育成 

○河川法、自然公園法、
環境影響評価法等の各
種法規制の許可を受けて、
発電所を建設。 

水車更新の時期にあわせて、
流れ解析等の最新の技術
を適用することで、増出力が
見込める。 

事
業
化
決
定 

４０年程度 

＜建設＞ ＜調査＞ ＜計画策定＞ ＜地点選定＞ ＜開発同意＞ ＜更新＞ 

開発プロセスに応じた水力開発促進の支援措置 

○長期にわた
る調査に対す
るコスト負担
の低減措置。 
 

○地域との
共生を図る
ため、水力
発電に対す
る地域理解
を促進。 

＜運転＞ 
概略設計等に
より最適規模、
経済性を評価。 

余水路

ダム
取水口

沈砂池 水路

水槽

鉄管路

発電所

放水路

数年～１０年程度 数年～１０年程度 数年 

水力発電の開発プロセス 

開発は利害関
係者の同意 
が必要。 
･利水事業者 
･漁業関係者 
･関係自治体 
 等 
 

○設備更新
時の出力増
加等に資す
る調査・工
事を支援。 

○更なる高
効率化等の
技術開発を
促進するた
め実証事業
を支援。 

水力発電の導入促進のための事業費補助金 
水力発電の 

導入促進のための 
事業費補助金 

固定価格買取制度 

① 水力発電事業性評価等支援事業 
② 地域理解
促進等 
関連事業 

④ 水力発電 
実証モデル 
事業 

 
③ 水力発電
設備更新等 
事業 

 

○開発の段階ごとに、それぞれ、以下のように支援措置を講じている。 

水力発電開発プロセスにおける支援措置 
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【水力発電事業性評価のための流量調査等への支援】 
 
• 水力発電の実施にあたっては、年間の流量変化を把握
し、特性に合わせて発電機の出力を決定し事業性を評
価することが必要。 
 

• 流況把握には最大１年間以上の流量調査が必要である
とともに、調査の結果、事業性が確保できないことが
明らかとなることもある。これが水力開発の初期リス
クとなっていることから、国により流量調査費用を補
助し、新規の地点開発を支援していく。 
 
 
 
 
 
 
 

 

 中小水力については、河川流況の調査に費用と時間を要することが、一つの参入障壁となっている。 
 従って、新規地点の開発に当たっては、引き続き有望地点における流量調査の支援に加え、新たに国
等が保有する河川流況データの一元提供・利用促進や各事業者が保有する観測データの共有ルール整
備等による導入促進も考えられる。 

（１）流量調査支援等による初期リスクの低減 

【既存の河川流量データ等の共有、利用拡大】 
 
• 国が保有する流量データや、利水計画等を一元的にと
りまとめ、提供することで利用促進を図る。 

 
• また、測水が義務づけられた発電所においては、発電
事業者により流量観測が行われデータが蓄積されてい
る。こうしたデータを他事業者と共有されれば開発促
進につながることから、費用負担などデータ提供の
ルールが必要と考えられる。 
 
 
 
 
 
 

 

<河川流量調査> 

年間発電量 

発電量が最大
となる出力で
設備を設計 

<流況曲線> 
<水文水質データーベース＞

（国土交通省） 
<発電事業者による 

          流量観測所＞ 
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 地域の水資源を活用する水力発電は、地域の理解を得ることが開発に不可欠。 
 規模の小さい案件は、地域の主体自らが開発を進めることから、地元の理解は得られやすい一方、ノ
ウハウが少ないことから、情報の共有や自治体などによるサポートが重要。 

 比較的規模の大きな案件については、長期間に渡り立地地域で発電を継続することが期待されており、
導入段階から地域との共生を念頭に開発を進めることが必要。 

（２）地域の主体による開発と地域の理解の促進 

【地域の主体による水力開発と地域活性化】 
• 地域が主体となり発電事業を行うと共に、地域活性化
を進めることで、地域への相乗効果が期待される。 

• 地域にある特定の河川や用水路での取り組みで完結し、
ノウハウとして蓄積されにくいことから、地域間での
情報共有が重要。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
地域NPOが水力発電の導入と
合わせて、農産加工所を再開。
地域の農作物を利用した加工
製品を開発 

【自治体によるサポート】 
• 発電事業者だけでは対応が難しい、地元調整の支援や
人材紹介を自治体が行い中小水力発電の導入を促進。 
 
 
 
 
 
 
 

 

石徹白発電所（岐阜県郡上市） 土湯温泉東鴉川水力発電所 
（福島県福島市） 

地域の企業が中心となり、発
電会社を設立、地域のエネル
ギーを活用した発電事業を行
うとともに、発電設備を見学
する観光客向けツアーを開催 

県の調査により小水力発電の有望地点を抽出。事業
者を公募し、事業化に際し、認可手続、地域の合意
形成、関係機関との協議等を県がサポート 

栃木県 

長野県 県内外の先進的な自然エ 
ネルギー事業に携わる専 
門家や有識者等の人材バ 
ンクと、関係法令等の情報 
データベース 

【地域理解促進等関連事業】 
• 地域住民の水力発電への理解を促進する事業を国が支
援し、地域と共生した水力発電開発を推進。 

 
 

発電所見学会 
20 
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【モデル実証事業による小水力発電の技術開発】 
 

• 小水力発電設備のコスト低減や高効率化に資する技術
開発・実証実験を支援し、低落差の水路で発電可能な
水車や土木設備を一部簡略化できる水車等を開発。 
 
 
 
 
 
 
 

 

 中小水力発電の水車・発電機等のコスト低減に向けては、引き続き技術開発を推進することが重要。 
 様々な地点での活用が引き続き期待される、小水力発電については、モデル事業等を通じて新たな水
車・発電機技術開発を推進しているところ。 

 古くから導入が進んでいる中規模水力発電については、新たに更新時における発電効率の向上などを
めざした新技術活用を推進する。 

落差が低い水路での発電が可能
な「らせん水車」の実証実験。
高効率水車の開発により従来で
は経済性が低く発電が行えな
かった地点の活用を推進。 

【高度解析による水車ランナの高効率化支援】 
 
• 最新の解析技術等を用い水車ランナを設計することで、
従来品に比べ数％以上の高い効率を持つランナ（水車
のコア部品）の製作が可能。 

• 運転から４０年以上となり設備更新の時期を迎えてい
る水力発電も多く、こうした発電所へ最新の設備を導
入することで、既存設備を最大限活用し、出力の拡大
を図る。 
 
 
 
 
 
 
 

 

低落差でも安定発電可能な水車 設備（余水路）の省略によ
る導入コスト削減 

水車を水路上部に持ち上げ、メ
ンテナンス中も水を下流に流し
続けられるようにしたことで、
従来必要であった余水路を省略
し、導入コストを削減。 

<最新ランナと従来ランナの効率比較> 
21 

（３）コスト上の課題への対応①技術開発の推進 



 中小水力発電について、固定価格買取制度の開始を受け、特にこれまで導入が進んでいなかった小規
模な発電所の建設が多く進んでいる。 

 他方、建設が進んでいるのは、未利用落差や、既存の発電所の更新案件が多く、案件によっては本来
は更に低いコストでの導入が可能ではないかとの批判もある。一方、特に中規模な案件の新規開発は、
量的な拡大で重要であるが、土木工事費用が課題となり、新規地点開発が十分に進んでおらず、FIT
制度を含め、実態に合わせた導入拡大を図っていく。 

【中小水力発電ＦＩＴ認定設備の内訳】 
 
• 設備認定を受けている案件（７９万ｋＷ）のう

ち出力純増分は１／４（１９万ｋＷ）に過ぎず、
新規地点開発案件は未だ少ない。 
 
 
 
 
 

 

【設置場所による必要設備の違い】 
 
• 中小水力発電は、一般的な河川の他、農業用水路や既設ダム、上水道な

ど様々な地点で発電が可能であるが、導入コストはその設置場所毎に大
きくことなる。特にトンネル導水路等の工事が必要な案件は、ポテン
シャルが多く残されている一方、導入コストが課題となっている。 
 
 
 
 
 
 
 

 

＜一般河川の必要設備＞ 

＜上水道の必要設備＞ 

 
→ 取水設備（ダム・堰） 
→ 導水路・トンネル  
→ 水槽 
→ 水圧鉄管 
→ 水車・発電機 
→ 放水路       → 河川 
 
※水車・発電機に加え、多くの 
 土木設備が必要 

既設    水車・     既設 
 水道管 → 発電機  → 水道管 
 
※既存の水道管の間に水車・発電機のみを 
 設置することで新たに発電が可能 

河川               

22 

合計 ７９万ｋＷ 

既存ダム等 
４．０ 

農業用水路等 
１.７ 

上下水道 
０.４ 

新設 
１０.０ 

不明 
０.５ 

休止再開 
０.１ 

設備更新６２.５ 
 （うち出力増分２.９ 
         （４.６％）） 

〈設備容量（万ｋＷ）〉 

(平成28年8月末) 

（３）コスト上の課題への対応②実態に即した支援制度のあり方の検討 



事業イメージ 

水力発電の導入促進のための事業費補助金 
平成29年度予算額 21.0億円（10.5億円） 

事業の内容 
事業目的・概要 
水力発電は、事業の開始前に河川流況の長期にわたる調査が必要で
あり、開発初期における事業者の大きな負担となっているとともに、開発
にあたっては、地域の理解を得ることが不可欠です。そのため、流量調査
等や地域住民等の水力発電への理解促進を支援します。 

 また、既存の水力発電所は、運転開始から40年を超えるものが全体の
約半数を占めています。このため、既存発電所について、水力発電の出
力及び電力量の増加を促進するため最新技術を用いた設備への更新
や改造等を支援するとともに、更なる高効率化やコスト低減を促進する
ための技術実証を支援します。 

成果目標 

本事業を通じて、ベースロード電源である水力発電について、平成32年
までに10万kWの事業化を推進します。また、既存発電所出力の15万
kWの増加を図ります。 

③水力発電設備更新等事業 

解析結果等に基づく効率向上 

④水力発電実証モデル事業 

  事業化に必要な流量調査、測量等の実施およ
び地方公共団体による地域の有望地点の調査、
公表等を支援します。あわせて水力発電の技術
者育成、技術情報の収集を実施します。（補
助率：1/2（地方公共団体は定額）、委
託） 

資源エネルギー庁 
省エネルギー・新エネルギー部 
新エネルギー課 
03-3501-4031 

最新解析技術等による評価 

流量調査・測量作業 

①水力発電事業性評価等支援事業 

水力発電の高効率化やコスト低減に資する
発電設備の製作、実証を支援します。（補
助率:2/3） 

②地域理解促進等関連事業 
  開発阻害要因の克服を図るため、地域住民等の水力発電への理解を促
進する事業を補助します。（補助率:定額） 

  既設設備の増出力又は増電力量の可能性調査と更新工事等を支援し
ます。（補助率：2/3（調査）、1/3（工事等）） 

低落差でも安定して 
発電可能な水車の開発事例 

補助 
（定額） 

民間団体等 

補助 
（2/3,1/2,1/3,定額） 

民間事業者・ 
 地方公共団体等 国 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 
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事業イメージ 

水力発電の導入促進のための事業費補助金 
平成30年度概算要求額 25.0億円（21.0億円） 

事業の内容 
事業目的・概要 
水力発電は、事業の開始前に河川流況の長期にわたる調査が必要で
あり、開発初期における事業者の大きな負担となっているとともに、開発
にあたっては、地域の理解を得ることが不可欠です。そのため、流量調査
等を支援するとともに、地域住民等の水力発電への理解促進を図ります。 

 また、既存の水力発電所は、運転開始から40年を超えるものが全体の
約半数を占めています。このため、既存発電所について、水力発電の出
力及び電力量の増加を促進するため最新技術を用いた設備への更新
や改造等を支援するとともに、更なる高効率化やコスト低減を促進する
ための技術実証を支援します。 

成果目標 

本事業を通じて、ベースロード電源である水力発電について、平成32年
までに10万kWの事業化を推進します。また、既存発電所出力の15万
kWの増加を図ります。 

③水力発電設備更新等事業 

解析結果等に基づく効率向上 

④水力発電実証モデル事業 

  事業化に必要な流量調査、測量等の実施およ
び地方公共団体による地域の有望地点の調査、
公表等を支援します。あわせて水力発電の技術
者育成、技術情報の収集を実施します。（補
助率：1/2（地方公共団体は定額）、委
託） 

資源エネルギー庁 
省エネルギー・新エネルギー部 
新エネルギー課 
03-3501-4031 

最新解析技術等による評価 

流量調査・測量作業 

①水力発電事業性評価等支援事業 

水力発電の高効率化やコスト低減に資する
発電設備の製作、実証を支援します。（補
助率:2/3） 

②地域理解促進等関連事業 
  開発阻害要因の克服を図るため、地域住民等の水力発電への理解を促
進する事業を補助します。（補助率:定額） 

  既設設備の増出力又は増電力量の可能性調査と更新工事等を支援し
ます。（補助率：2/3（調査）、1/3（工事等）） 

低落差でも安定して 
発電可能な水車の開発事例 

補助 
（定額） 

民間団体等 

補助 
（2/3,1/2,1/3,定額） 

民間事業者・ 
 地方公共団体等 国 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 
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○「再生可能エネルギー等に係る関係府省庁の連携した推進について（平成２８年３月８日 再生
可能エネルギー等関係閣僚会議決定）」に基づき、中小水力発電の有望地点調査や事業性評
価等に必要となる情報について、個別に提供されているデータを一元的に情報提供するポータルサイ
トを２０１７年３月に公開。 

 
 

（抜粋） 
 （１）再生可能エネルギーの導入拡大に向けた府省庁連携プロジェクトの推進 
  ・中小水力の開発拡大に向けた、全国の流量・設備データ等の一元提供・利用推進   
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河川流量データ等提供ポータルサイトの構築 



 中小水力発電は、開発にあたり地域の理解が不可欠となる 
 地域が主体となって、また地域と協力して発電事業を行うと共に、地域活性化を図る事業を進め

ることで、地域への相乗効果が見込まれる 

地域NPOが水力発電の導入と合わせて、農産加工所
を再開。地域の農作物を利用した加工製品を開発 

石徹白発電所（岐阜県郡上市） 

地域企業が出資し、水力発電を事業化。取水堰の設
置と合わせ、自治体と協議して防災のため河川を改修 

重久発電所（鹿児島県霧島市） 

施工前 施工後 
26 

小水力発電による地域貢献 



再エネ地域体験ツアー（福島県福島市土湯温泉町） 

土湯温泉観光協会HPより 

 地域の企業が中心となり、発電事業を行うSPC（特定目的会社）を設立し、バイナリ
ー地熱発電、小水力発電を整備。 

 地域の自然エネルギーを活用した発電事業を行うとともに、発電設備を見学する観光客
向けツアーを開催。 

バイナリー地熱発電所（４００ｋW) 

東鴉川第三砂防堰堤 
（小水力発電１４０ｋWを設置） 

平成２７年８月２６日福島民報 
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北杜市村山六ヶ村堰ウォーターファーム（山梨県北杜市） 

 北杜市と三峰川電力の官民パートナーシップ事業。北杜市が地域理解の促進、許認
可取得をサポート、三峰川電力がこれまで培ったノウハウを活用し発電事業を実施。 

 既存の北杜市営発電所がある村山六ヶ村堰に新たに３発電所を整備。面的に複数
地点の開発を行うことでメンテナンスを効率化。 

 
村山六ヶ村堰：灌漑、生活用水路（１６ｋｍ） 
 
①北杜西沢発電所（２２０ｋW） 
 
②北杜市村山六ヶ村堰水力発電所 
 「クリーンでんでん」（３２０ｋW)【北杜市営】 
 
③北杜川子石発電所（２３０ｋW) 
 
④北杜蔵原発電所（２００ｋW) 

北杜市村山六ヶ村堰ウォーターファーム 
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農業用水路を活用した中小水力発電 

 地域の土地改良区などが、農業用水路に発電設備を設置し、農業用水への従属発電
により事業を実施。 

 売電収入は、土地改良区の施設の管理施設の維持管理費や補修費に活用され、地
域の負担軽減などにつなげるケースが多い。 

山梨県韮崎市徳島堰３連水車 
（１７，２２，２２ｋW) 

稲生川小水力発電所（１８２ｋW) 

29 



四時ダムESCO事業（福島県いわき市） 

発電所全景    フランシス水車（４７０ｋW) 

四時ダム（福島県いわき市） 
ダムESCO事業のイメージ 

福島県HPより 

 福島県とNK 福島水力発電がESCO（Energy Service Company）事業契約。  
 NK社が、自らの資金で水力発電設備の設計・工事、省エネ器具への改修、運転・維
持管理、電気料金の支払い、売電を行い、四時ダムにおける包括的エネルギー管理に
係るサービスを提供。契約期間（１９年）終了後は県が施設の無償譲渡を受ける。 
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自治体によるサポート 
 地元自治体が事業性評価等の手法や有望地点、専門家人材の情報提供等を行い、地域で新た

に発電事業を始める事業者を支援 
 また、発電事業者だけでは対応が難しい、地元調整の支援やイニシャルコスト支援等を行い中小

水力発電の導入を促進 

栃木県における事例 長野県における取組事例 

・事業化を検討する際に必要となる河川流量や法規制区域
等の基礎データを提供 
・国や東京電力等から提供を受けたデータも併せて掲載 

・栃木県の調査により県内の小水力発電の有望地点を抽出。 
・有望地点における事業者を公募し、事業化に際し、認可手続、

地域の合意形成、関係機関との協議等を県がサポート 

○河川活用発電サポート事業 

○とちぎ小水力発電！基礎データマップ 

・県内外の先進的
な自然エネルギー
事業に携わる専門
家や有識者等の人
材バンクと、関係法
令等の情報データ
ベース 

○自然エネルギー人材バンク＆情報データベース 

・地域密着型かつ持続可能なものとするため、事業採算
性を鑑みた企画立案を支援する「小水力発電導入の手引
き」を作成。 

○地域密着型小水力発電事業の推進 

・県内の住民や集落、NPO等、地域の事業主体が取り組
む自然エネルギーを活用した発電を支援。 
・発電設備が完成し、売電を開始した際には、県に収入の
一部を納付し地域に還元。 

○自然エネルギー地域発電推進事業 
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１．再生可能エネルギーの導入状況 
 
２．中小水力発電を巡る現状と課題 
 
３．その他 



 再生可能エネルギー発電事業に取り組む事業者に必要な情報を提供するため、関係府省庁の補助金
や税制優遇等の支援施策、発電事業の実施に必要な許認可手続を、「再生可能エネルギー事業支
援ガイドブック」としてとりまとめ。 

 Web版URL：   http://new-energy-guide.jp 

各府省庁の補助金などの支援施策について、
情報を一元化 

対象者 

支援内容 

利用方法 

対象エネルギー種 

概要 

・ 補助金の最新公募状況を掲載 
・ 新たに設けられた補助金も順次追加 
・ 支援施策の検索、公募ページへのリンク  

＜再生可能エネルギー事業支援ガイドブック＞ ＜Web版＞ 

再生可能エネルギー事業支援ガイドブック 

問い合わせ先 
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 再エネコンシェルジュは、みなさまの事業計画をお伺いした上で、国が実施している各種の支援施策から 
みなさまに適したものをご紹介します。 

 事業を進めるに当たって必要となる許認可手続きについてご案内します。 
 その他、さまざまな助言を通して、みなさまの事業が円滑にスタートするようサポートします。 
 URL：   http://renewable-energy-concierge.jp/ 

再エネコンシェルジュ 
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まちエネ大学 
 全国各地において、再生エネ導入が地域活性化に繋がるような自主的・自発的な地域協働型再エネビジネスの
展開に向け、平成２５年度から「まちエネ大学」を実施。 

 地域活性化に資する再エネ事業のビジネスプランの形成及び人材育成を目的に、再エネビジネスの事業化に必要な
基礎知識の習得のみならず、地域に根ざした事業展開に必要なコミュニケーション術の習得や、地域再生論×再エ
ネの講義等を行い、これまでの４年間で、全国２３ヵ所、７００名以上が受講し、全国各地で９０以上の再エネ
事業のビジネスプランが生まれています。平成２９年度においては、全国５箇所で開催。 

 URL：   http://www.greenpower.ws/ 
平成２９年度開催地域  開講日 
 （１） 青森県青森市 １１月 ８日～ 
 （２） 埼玉県飯能市 １１月１８日～ 
 （３） 広島県福山市 １１月１０日～ 
 （４） 徳島県徳島市 １１月 ２日～ 
 （５） 大分県竹田市 １１月２５日～ 
 ※開催地域毎に受講生を募集中。 
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1. 風力、地熱の環境アセスメントの迅速化、導入促進に向けたエリアの設定等の支援  【農、経、国、環】 
— 2018年度までに、アセスメントの具体的手法を定めた手引に期間の半減手法を反映。 

— 2016年度より、再生可能エネルギーの導入を促進すべきエリア、環境に配慮すべきエリア等の設定を行うゾー
ニング手法検討モデル事業を実施し、成果をとりまとめる。 

— 2017年度から、自治体、地域住民、事業者等が一堂に会し、調整を加速、合意形成を図る地域協議会を設置｡ 

2. 地熱等の開発を通じた観光まちづくり等の推進  【経、国】 
— 2017年度より、再エネを活用した観光まちづくり等の事業プラン作成を支援。 

3. 中小水力の開発拡大に向けた、全国の流量・設備データ等の一元提供・利用推進  【農、経、国】 
— 河川流量や水路施設情報をポータルサイトで一元提供開始（2017年３月公開）。 

4. 森林・林業施策や廃棄物処理・下水処理施策との連携によるバイオマス発電等の導入促進   【農、経、国、環】 
— 経産省、農水省の副大臣・政務官による研究会（木質バイオマスの利用推進に向けた共同研究会）を2016年12

月に設立。「地域内エコシステム」の構築に向けたモデルづくりを検討。 

5. 洋上風力発電の導入促進に向けた制度環境の整備  【内、農、経、国、環】 
— 風況、水深、海底地形等を集約した洋上風況マップを2017年３月に公開。 

— 2017年度より、現在明確化されていない風力発電による一般海域の利用についてルール化を検討。 

— 2017年度中に、港湾における洋上風力発電施設の構造審査基準を策定。  

再生可能エネルギー導入拡大に向けた関係府省庁連携アクションプラン 概要 
 再生可能エネルギーの最大限の導入に向けて、今後５年を目処に１２の連携プロジェクトを関係府省庁が
連携して推進する。 
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6. 長期安定的な太陽光発電を確保するための規制・制度の見直し  【農、経、国、環、関係府省庁】 
— 改正FIT法（2016年５月）、電事法（2016年10月）の見直しにより、メンテナンスの義務化や安全対策を強化｡ 

7. 低コストかつ遠隔制御可能な蓄電池の導入促進  【経、関係府省庁】 
— 定置用蓄電池の自立化に向け、2020年までの目標価格を決定。 

8. 分散型エネルギーシステムにおける再生可能エネルギーの利用促進  【総、関係省庁】 
— 2016年度までに、39ヶ所で地域エネルギー事業立上げのマスタープランを策定。 

9. 関連許認可手続の迅速化、事業者等の相談のワンストップ対応に向けた取組  【経、関係府省庁】 
— 許認可や補助金に関する事業者からの相談にワンストップで対応するコンシェルジュサービスを全国８ヶ所で

提供。 

10.地域や環境との共生に向けた取組  【農、経、関係府省庁】 
— 2016年度に、バイオマス発電の燃料使用計画、使用状況のチェックシステムを構築。2017年度より運用開始｡ 

11.低コスト化技術、先端技術の研究開発  【内、文、農、経、国、環】 
— 海洋エネルギー発電の実用化や次世代蓄電池・バイオマス利活用など革新的技術の研究開発を推進。 

12.再生可能エネルギー技術の海外展開支援  【外、農、経、環】 
— 再生可能エネルギーに関する人材育成や海外展開を促進。 

再生可能エネルギー導入拡大に向けた関係府省庁連携アクションプラン 概要 

37 



経 済 産 業 省  
資 源エ ネ ル ギ ー庁 

固定価格買取制度の詳細や 
再生可能エネルギー関連全般については… 
 

 経済産業省資源エネルギー庁ＨＰ 
   「なっとく！再生可能エネルギー」 
 

http://www.enecho.meti.go.jp/ 
category/saving_and_new/saiene/index.html 

 
 
 
 
 
 

資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 
  新エネルギー課長補佐（中小水力、地域担当） 外山 喜彦 
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